
報告第3号 

 

専決処分(専決第10号 公益的法人等への備前市職員の派遣等に関する条例の一部

を改正する条例)の承認を求めることについて 

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、

同条第3項の規定により報告し、その承認を求める。 

 

 

令和5年5月1日提出 

 

備前市長 𠮷 村 武 司 

 

 

 

 

 

専 決 処 分 書 

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決する。 

 

 

令和5年3月31日 

 

 

備前市長 𠮷 村 武 司 

 

 

専決第10号 公益的法人等への備前市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例(令和5

年備前市条例第23号) 
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令和5年備前市条例第23号 

 

公益的法人等への備前市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 

 

公益的法人等への備前市職員の派遣等に関する条例(平成17年備前市条例第41号)の一部を次

のように改正する。 

 

第4条中「給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務

手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ」を「給与(備前市職員の給与に関する条例(平成17年

備前市条例第57号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する給与をいう。以下同じ。)の」

に改める。 

第5条中「備前市職員の給与に関する条例(平成17年備前市条例第57号)」を「給与条例」に改

める。 

附 則 

この条例は、令和5年4月1日から施行する。 
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報
告
第
3
号
参
考
資
料
 

公
益
的
法
人
等
へ
の
備
前
市
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
改
正
前
後
対
照
表
 

改
 
 
 
正

 
 
 
後
 

改
 
 
 
正
 
 
 
前
 

(
派
遣
職
員
の
給
与
)
 

(派
遣
職
員
の
給
与
)
 

第
4
条
 
派
遣
職
員
の
う
ち
、
法
第

6
条
第
2
項
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
す
る
も
の
に

は
、
そ
の

職
員
派
遣
の
期
間
中
、
給
与

(
備
前
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
(
平
成

1
7
年
備
前
市
条
例
第
5
7
号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
)
第

2
条
に
規
定
す
る
給

与
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
の
1
0
0
分
の

1
0
0
以
内
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
4
条
 
派
遣
職
員
の
う
ち
、
法
第

6
条
第
2
項
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
す
る
も
の
に

は
、
そ
の
職
員
派

遣
の
期
間
中
、
給
料
、
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
時

間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の

そ
れ
ぞ
れ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0
0
分
の
1
0
0
以
内
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
職
務
に
復
帰
し
た
職
員
に
関
す
る
備
前
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
特
例
)

(
職
務
に
復
帰
し
た
職
員
に
関
す
る
備
前
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
特
例

) 

第
5
条
 
職
員
派
遣
後
職
務
に
復
帰
し
た
職
員
に
関
す
る
給
与
条
例

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 第

2
7
条

第
1
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て
は
、
派
遣
先
団
体
に
お
い
て
就
い
て
い
た
業
務
(
当
該
業
務
に
係
る
労
働
者
災

害
補

償
保

険
法

(
昭

和
2
2
年

法
律

第
5
0
号

)
第

7
条

第
2
項

に
規

定
す

る
通

勤
を

含

む
。
)
を
公
務
と
み
な
す
。
 

第
5
条

 
職

員
派

遣
後

職
務

に
復

帰
し

た
職

員
に

関
す

る
備

前
市

職
員

の
給

与
に

関

す
る

条
例

(
平

成
1
7
年

備
前

市
条

例
第

5
7
号

)
第

2
7
条

第
1
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て
は
、
派
遣
先
団
体
に
お
い
て
就
い
て
い
た
業
務
(
当
該
業
務
に
係
る
労
働
者
災

害
補

償
保

険
法

(
昭

和
2
2
年

法
律

第
5
0
号

)
第

7
条

第
2
項

に
規

定
す

る
通

勤
を

含

む
。
)
を
公
務
と
み
な
す
。
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